
要配慮者利用施設における
避難確保計画の作成及び
訓練の実施の徹底について
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・平成28年8月の台風10号による被害を踏まえ策定
○「水防法等の一部を改正する法律（平成29年法律第31号）」施行

『水防法』及び『土砂災害防止法』
平成29年6月19日改正

要配慮者利用施設の
避難体制の強化を図るため

1



＜要配慮者利用施設の避難計画に係る参考情報のサイト①＞

【水害関係】

・ 掲載場所:国土交通省ホームページ
→「政策情報・分野別一覧」中の「水管理・国土保全」
→「防災」
→「防災」中の「災害から身を守るために事前に知っておくべき知識」中の

「自衛水防（地下街等、要配慮者利用施設、大規模工場での対策等）」
→「要配慮者利用施設の浸水対策」

URL:
http://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/bousai-gensai-suibou02.html
※今後国土交通省HP 更新の関係で上記リンクが変わる可能性があります。

・掲載内容:
 水防法・土砂災害防止法の改正に係るパンフレット
 要配慮者利用施設における避難確保計画作成の手引き
 要配慮者利用施設における避難確保計画作成の手引き別冊
 避難確保計画のひな形
 水害・土砂災害に係る要配慮者利用施設における避難計画点検マニュアル
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＜要配慮者利用施設の避難計画に係る参考情報のサイト②＞

【土砂災害関係】

・ 掲載場所:国土交通省ホームページ
→「政策・法令・予算」
→「（２）政策情報・分野別一覧」中の「水管理・国土保全」
→「砂防」
→「土砂災害防止法が改正されます」

URL:http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sabo/sabo01_fr_000012.html

・掲載内容:
 土砂災害防止法の改正に係るパンフレット
 要配慮者利用施設管理者のための土砂災害に関する避難確保計画作成の手引き

（手引き、作成例、チェックリスト）
 水害・土砂災害に係る要配慮者利用施設における避難計画点検マニュアル
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（参照元:国土交通省HP「要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等に関するパンフレット」（平成29年６月作成））
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 避難確保計画を作成しない要配慮者利用施設の管理者等に対して、市町
村⾧が必要な指示をする場合があります。

 正当な理由がなく、指示に従わないときは、市町村⾧がその旨を公表す
る場合があります。



（参照元:国土交通省HP「要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等に関するパンフレット」（平成29年６月作成））7



○昨年５～６月に
「非常災害対策計画の策定状況及び避難訓練の実施状況について」
として調査を実施しました。
調査の結果、非常災害計画や避難確保計画が未作成の施設が見られ
ましたので、計画を作成して下さい。

●災害発生時等における社会福祉施設等の緊急連絡先等の提供について
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●計画策定状況に関する調査について

 調査結果

＜回答状況＞
対象施設 1,159 回答施設 1,134 回答率 97.8％

○避難確保計画
・災害別の避難確保計画を策定してい

ない理由として最も多かった回答は、
「作成の義務があるのをしらなかった」

・次いで多かったのは、
「作成する必要性を感じない」、
「どのように作成するかわからない」

○避難訓練
・全体の92.8％が実施。

○非常災害対策計画
・全体の73.9％が策定。
・有料老人ホームでは全体の50％

が策定。



項目 非常災害対策計画 避難確保計画
根
拠
法

令
等

各施設・事業所種別の指定基準（省令）
（例:指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営
に関する基準）

水防法
土砂災害防止法
津波防止地域づくり法

対
象

介護保険サービスの指定を受ける全施設・事業所
（訪問系サービスを除く）

津波想定区域、土砂災害警戒区域、津波浸水想定内に所在し、
市町村が作成する地域防災計画に記載のある要配慮者利用施
設（社会福祉施設等）

義
務

・非常災害対策計画の作成
・避難訓練の実施

・避難確保計画の作成及び市町村への提出
・避難訓練の実施

計
画
で
定
め
る
べ
き
項
目

《「介護保険施設等における非常災害対策計画の策
定及び避難訓練の実施の点検及び指導・助言につい
て」（平成29年1月31日厚生労働省４課⾧連名通
知》
・介護保険施設等の立地条件
・災害に関する情報の入手方法
・災害時の連絡先及び通信手段の確認
・避難を開始する時期、判断基準
・避難場所
・避難経路
・避難方法
・災害時の人員体制、指揮系統
・関係機関との連携体制

《要配慮者利用施設に係る避難確保計画作成の手引き》

・計画の目的
・計画の適用範囲
・防災体制
・情報収集及び伝達
・避難の誘導
・避難確保を図るための施設の整備
・防災教育及び訓練の実施
・自営水防組織（自営水防組織を設置する場合に限る）
（※）下線部分は避難確保計画にのみ記載が求められるため、
以下の手引きを参考に非常災害対策計画に加えることで、避
難確保計画を作成したと見なすことが可能。
【参考にする手引き】

洪水・内水・高潮:要配慮者利用施設（医療施設等を除
く）に係る避難確保計画作成の手引き（洪水・内水・高潮
編）（H29.6国交省）

（参考）計画への記載事項（非常災害対策計画・避難確保計画）

９



平成29年5月に以下のとおり入居・通所系事業所に対して依頼し、提供いただいた社会福祉施設等の緊急連絡
先等について、変更等があれば、同様式又は任意様式を活用の上、改めてご提供をお願いいたします。

●災害発生時等における社会福祉施設等の緊急連絡先等の提供について

（平成２９年５月８日付け青高保第２７２号 依頼文書 添付様式）
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○平成３１年３月２９日に内閣府策定の
「避難勧告等に関するガイドライン」が改定

●災害発生時等における社会福祉施設等の緊急連絡先等の提供について
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●災害時防災情報について

避難勧告等の発令について、住民等が情報の意味を直感的に理解できるよう、防災情報
を５段階の警戒レベルにより提供し、とるべき行動の対応が明確化

警戒レベル 避難行動等 避難情報等
警戒レベル５ 既に災害が発生している状況です。

命を守るための最善の行動をとりましょう。
災害発生情報
（市町村が発令）

警戒レベル４
（全員避難）

速やかに避難策へ避難しましょう。
公的な避難場所への移動が危険な場合は、近くの安全
な場所や、自宅等のより安全な場所に避難しましょう。

避難勧告
避難指示（緊急）
（市町村が発令）

警戒レベル３
（高齢者等は避難）

避難に時間を要する人（ご高齢の方等）とその支援者
は避難をしましょう。その他の人は、避難の準備を整
えましょう。

避難準備・高齢者等避難開始
（市町村が発令）

警戒レベル２ 避難に備え、ハザードマップ等により、自らの避難行
動を確認しましょう。

洪水注意報
大雨注意報等
（気象庁が発表）

警戒レベル1 災害への心構えを高めましょう。 早期注意情報
（気象庁が発表）

※各種の情報は、警戒レベル１～５の順番で発表されるとは限りません。状況が急変することもあります。



＜要配慮者利用施設の避難等に係る参考情報のサイト＞

内閣府（防災）のホームページ
○「避難勧告等に関するガイドラインの改定（平成３１年３月２９日）」

URL:
http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinankankoku/h30_hinankankoku_guideline/index.html
※ 今後、内閣府HP 更新の関係で上記リンクが変わる可能性があります。

○「要保護者利用施設における避難に関する計画作成の事例集（水害・土砂災害）」
URL:
http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinankankoku/pdf/hinanjireishu.pdf
※ 今後、内閣府HP 更新の関係で上記リンクが変わる可能性があります。
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●事業継続計画（ＢＣＰ）の策定について

 社会福祉施設等においては、災害等にあっても、
最低限のサービス提供を維持していくことが求められている。

 そのためには、事業継続計画（ＢＣＰ）の作成が有効。

 県では、令和２年６月１９日付け社会福祉施設等あてに事務連絡を
発出しました。

（県事務連絡の掲載場所:介護保険制度関連法令・通知等
http://cms.pref.aomori.lg.jp/welfare/welfare/kaigo_hourei_tsuuchi.html）



●事業継続計画（ＢＣＰ）の策定について

 ＢＣＰ様式、様式解説集は、
以下の場所に掲載しています。

【青森県ＨＰ】
社会福祉施設等の

災害・事故・感染防止関連通知
（https://www.pref.aomori.lg.jp/welfa
re/welfare/sisetsu.html）

（参考）ＢＣＰ様式解説集→


